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谷口　それでは本日のシンポジウムを始める

ことにいたします。司会は関西地区の谷口と

九州地区の渡辺会員が務めることにいたしま

す。そしてシンポジウムの進め方ですが，最

初に，昨日報告された３人の会員の方に，昨

日の報告の中では十分に言及できなかった点

や訂正をされる点について，５分程度ずつお

話をいただいて，その後質疑に移りたいと思

います。それではまず報告順に，望月会員か

ら昨日の報告につきまして，何か補足などあ

ればよろしくお願いいたします。

ベントレー教授の納税者権利憲章のモデル

法

望月　まず，レジュメの８ページ（税法学242

ページ）からのダンカン・ベントレー教授の

納税者権利憲章のモデル法について，補足さ

せていただきます。オーストラリアのビクト

リア大学のダンカン・ベントレー教授は，長

年国際的な視野から納税者権利憲章について

研究を重ねてきた研究者です。2007年に『納

税者の権利：理論，起源とその実現』という

著作を出版されました。本書においてベント

レー教授は，10章25条の国際的なモデル法を

提示しています。このモデル法というのは，

ベントレー教授がアジア・アフリカも含めた

世界各国の納税者権利憲章や納税者の権利保

護に関する手続法等を調査研究して，その結

果作り上げた納税者権利憲章の１つの国際モ

デルです。

　レジュメ８ページの下からモデル法の構成

を紹介しております。例えば，第２章では，

租税立法手続についても保護の対象としてい

ます。すなわち，納税者権利保護の中で議会

による保護が，立法手続に関する保護という

ことになっております。具体的には，議会に

「立法前調査委員会」を設置して，租税立法

において納税者の権利への影響がどの程度あ

るかを事前に審査するという制度の導入が提

案されています。あるいは，日本でも平成16

年度税制改正による不動産所得の損益通算禁

止の遡及適用事件でも問題になりましたが，
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租税立法の原則遡及禁止についても，この租

税立法手続の中でその判断基準や例外の要件

等を定めております。

　また，第４章では，租税行政の独立性を改

めて確認するような規定を置いております。

さらに，第６章は，税務調査における納税者

の権利について，OECDのモデルにも示され

ているような代理人の選任権，面談記録録音

権，課税当局への録音複写請求権などが定め

ています。あとは，税務調査における和解協

議の権利もこの中に入っております。加え

て，日本でも問題になる税務調査における

「再調査」ですが，このベントレー教授のモ

デルでは，アメリカ法を参考にしまして「２

年間の再調査禁止」を明確に条文で規定して

おります。

　その他，モデル法の10章の後に「グッドプ

ラクティスの原則」という付属文書が付いて

おりまして，これについては昨日の報告でも

一部紹介しましたが，税務行政を「納税者へ

のサービス」と考えて，どのようなサービス

を提供すればよいのかという視点から見た

「あるべきサービスの原則」を，納税者権利

憲章のモデルとは別に提示しています。この

ベントレー教授のモデルは，特にこれを作り

なさい，これを立法しなさいという話ではな

くて，このモデルに入っているそれぞれの国

の権利の最大公約数を１つのモデル法にし

て，各国がその事情に応じてそれを具体的に

法律，あるいは行政文書などの中に取り入れ

ていくべきものという位置付けで説明されて

おります。

　次に，私として補足させていただきたいの

が，最後のレジュメ13ページのわが国におけ

る納税者権利憲章の規定に向けての部分で

す。昨日の報告では駆け足になってしまいま

したが，やはり納税者権利憲章を規定すると

いうことは，それ自体が目的ではなくて，制

定することによって１つの納税者権利のガイ

ドラインを作って，これをどう法的に保護し

ていくかという視点が重要です。日本の場合

であれば，当然，国税通則法の改正等を含め

た見直しが重要になってまいります。そのあ

たりの課題をレジュメ13ページから整理して

おります。

　例えば，税務調査につきまして，金井会員

からご報告がありましたが，まだまだ残され

た課題がございます。先ほどのベントレー教

授のモデル法の中には，「必ず税務調査の前

に調査面談の進め方や調査における納税者の

権利を説明する」とあります。いわゆるアメ

リカの刑事手続における「ミランダ警告」と

同様に。「事前にあなたには権利がありま

す」ということをちゃんと納税者に告知する

ことも，この権利の中に入っています。ま

た，先ほども申しましたように，代理人の選

任権や立会権，それに結果協議を行う権利と

和解を行う権利，反面調査について事前に通

知を受ける権利，反面調査に対して納税者本

人から差し止めをする権利，そして，先ほど

の再調査の制限も，このベントレー教授のモ

デルの中に権利として含まれております。

　加えて，これは税務調査についての一つの

大きな課題になると思うのですが，昨日金井

会員からのご報告で，税務調査は任意調査で

あり，これが所与の条件になるとありまし

た。確かにそれは重要な前提条件と考えられ

るんですが，特に法律的に任意調査であるこ

とは明確になっていません。これは私見です

が，税務調査が任意調査であることの確認規

定的なものを置いてはどうなのかと思いま

す。そうすれば，任意調査を前提とした解釈
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ということができます。やはり任意調査であ

ることを確認する規定が必要ではないかと考

えます。

　また，法定申告期限前の税務調査，これは

申告納税制度のもとでは，行われること自体

が本来は許されるべきことではないはずで

す。そういう当たり前のことを明確に禁止す

る規定も必要になります。あるいは反面調査

についても，補充的なものであるという一般

的認識はあるにしても，それを法律に規定す

るということが重要なのではないかと考えま

す。

　処分手続につきましては，これも理由付記

という形で今回改正がなされたわけですが，

まだまだ不利益処分に当たる部分で，行政手

続法では当然に認められるような処分に先立

った基準の明確化・公表，あるいは聴聞や弁

明機会の付与といった手続が漏れておりま

す。この際，行政手続法と国税通則法の関係

を，改めて見直してみてはどうかと思いま

す。理由付記のところまでは，「白色も含め

た」ということになったんですが，では行政

手続法と国税通則法の関係はどうなのかとい

う点ですね。行政手続法は，基本的考え方は

税務行政においても適用されますが，残念な

がらほとんど具体的手続規定の適用が除外さ

れているという問題があります。このあたり

の関係も，これを機に改めて見直してみる必

要性があるのではないでしょうか。

　さらに，租税救済手続につきましては，一

部報道によりますと，今後行政不服審査法の

改正が来年の通常国会に出てくることになっ

ております。日弁連が12月21日に，国税不服

審判所改革に関する一つの方向性を提言，と

いう形で出しておられます。そういった各方

面からの提言も含めまして，行政不服審査法

改正とどのように連動して，次のステップで

ある救済手続の改正を進めていくかも，今後

の大きな課題になるのではないでしょうか。

　例えば，「不服申立」については，迅速な

処理が求められているわけですから，例えば

オランダやオーストラリアのように，電子的

な処理・手続を利用して，迅速に不服申立が

できるようにすることも必要です。

　「不服申立手続」につきましては，そもそ

も国税不服審判所の裁決自体がすべて公開さ

れていないし，証拠自体も審査請求人等の閲

覧謄写を認めておらず，完全にガラス張りに

なっていません。やはり，この不服申立につ

いては，ガラス張りにするということがまず

第一歩ではないでしょうか。あとは先年行政

事件訴訟法の改正でも出訴期間が見直された

とおり，不服申立期間についても，やはり６

か月への延長が必要ではないかという点で

す。その他和解手続の整備については，先ほ

ど申し上げさせていただきました。私から補

足させていただくのは以上でございます。

谷口　続きまして，山本会員から補足などを

お願いします。

訴訟における理由の差し替え

山本　補足の前に，まず訂正がございます。

『税法学』569号の270ページ左欄の12行目か

ら24行目までが誤りでしたので，削除させて

いただきます。中身はどういうことかという

と，自発的に修正申告をした場合は，更正の

請求ができないと言われる余地が残るという

部分です。これは誤りですので，撤回いたし

ます。この点は，昨日水野武夫会員から，私

の発表の直後にご指摘がありまして，本日も

ご質問の形で何名かの方から出ております。

明確な誤りでございましたので，削除して撤
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回させていただきます。

　次に，補足に関しましては，271ページの

「７．処分理由附記導入が『理由の差替え可

否論』へ及ぼす影響の部分について」です

が，この中でどうしても一つ触れておきたい

ことが，272ページの下の注�番です。ごく

最近，私が訴訟代理人となった消費税の事例

では，船の権利の買取代金について，課税庁

は調査・更正時以来，一貫して不課税取引で

あって，仕入税額控除の対象にならないと主

張していたところ，一審で課税庁が敗訴し，

次の二審で，課税庁は突然，不課税取引では

ないけれども非課税取引に該当する，という

理由を新たに予備的主張と称して追加，差し

替えてきたという事例がありました。

　このため納税者側は，それまで全く争点に

なっていなかった非課税取引の反論を，慌た

だしく控訴審においてせざるを得なかったと

いうことがありました。幸い控訴審では，不

課税取引だけでなく，非課税取引にも当たら

ないということで，速やかに納税者勝訴判決

となり確定しましたので結果的には良かった

んですが，この事件は本会会員の福岡耕二税

理士にも一緒に手伝っていただきました。

　この点につきましては，『税法学』の山崎

先生の論文，231ページの脚注�で，本会会

員の京都大学の岡村教授が18年前に述べてお

られる言葉が非常に印象的なので，改めてご

紹介させていただきます。つまり，「理由を

差し替えるということは，納税者から見れば

処分理由は最初から記載されていなかったと

同じである。否，それによっていたずらに惑

わされて，誤った訴訟提起の判断や，不必要

な訴訟準備をさせられたという点でかえって

有害である」と。既に18年も前に，このよう

な指摘がなされていたわけです。

　私がこのような席で言うのも変ですが，私

と福岡耕二先生が最も日本でひどい有害な被

害を受けそうになったということです。つま

り，異議申立の途中で理由を差し替えてく

る，審査請求の途中で理由を差し替えてく

る，これはいくらでもあります。また，地裁

の途中で理由を差し替えてくることもよくあ

りますが，高裁で理由を差し替えようとして

くる。あるいは予備的と称して追加しようと

してくる。もうその先は最高裁で，論理的に

あり得ませんから，最後にサッと差し替えよ

うと……。この岡村先生の論文は，編集代表

が田中治先生の書籍に載っているということ

ですので，ぜひ日本で一番ひどい被害者が出

ている例として，この事例を改訂版で引用し

ていただければと思っております。

　それからもう一つ，この船の権利の事件に

ついては，個別通達に準ずるような形で国税

庁が発した通達があって，それは不課税取引

であって，仕入税額控除の対象にならないと

いう内容でした。その通達はそのままにし

て，訴訟ではこっそりと非課税取引の主張だ

けして，勝てば他の納税者は泣き寝入りとい

った悪質なケースではないかと思われるわけ

です。

　同じような問題が現在進行中で，ライブド

ア事件の被害回復金訴訟について，現在山名

隆男会員と私で，神戸地裁で争っておりま

す。これは個別通達が明確に一審で出ており

まして，被害回復金が一時所得であるとして

全国課税を行っておりますところ，審判所の

段階で理由を雑所得に変えて，訴訟でも今課

税庁が雑所得主張を展開中という極端な事例

でございます。補足は以上です。

谷口　どうもありがとうございました。続き

まして金井会員から補足をお願いします。
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事前通知の法定化と通知内容の簡素化

金井　まず，レジュメでは最後のページ，

『税法学』では294ページあたりの「事前通

知」についてです。私は，この事前通知は，

どういう根拠に基づいて必要だと言えるのか

ということを明確にすることにより，その規

定の整備，あるいは運営の方向性が変わって

くる，定まってくると思います。従って，こ

れが憲法の要請なのか，民主主義の当然の条

理であるのか，そのあたりからこれを明らか

にしたいと思い，いろいろな文献を探しまし

たが，「これで間違いない」という通説がな

いのではないかと現在は思っております。

　各先生方がそれぞれのお考えを論文の中で

おっしゃっていますが，未だ通説の形成には

至っていないのではないかと。ただ，事前通

知は必要であるという，この結論は一致する

わけですが，なぜか？というところが少し自

分では調べ切れていないところです。

　それで，「もし事前通知がなかったら」と

仮定してみます。税理士であれば税務署の職

員，あるいは課税庁と話をするのに慣れてお

りますが，一般の納税者は税務署から電話が

掛かってくると，子どもが誘拐された，誘拐

犯から電話が掛かってきたのと同じぐらいの

衝撃がある，と聞いたことがあります。そう

すると，事前通知がなく，いきなり税務署の

職員が来た時に，「私は今都合が悪いので，

日を改めてください」ということが言えるの

かどうか。これは税務署（課税庁）の職員が

威圧的な態度をとるとか，調査を強行するよ

うな姿勢で臨んでくるとかいうこと以前の問

題です。

　納税者の心理として，「税務署です」と言

われた瞬間に，もうこれは何の抵抗もしては

いけない，と思い込んでいるようなことがあ

るのではないか。もしそうだとすれば，納税

者側には強制的に調査を受けさせられたとい

う意識が，事実として出来上がってしまうの

ではないかというように感じます。そうする

と，任意調査であることを具体的な形で担保

するためには，やはりこの事前通知が必要で

あると，一応今のところ考えていますが，も

しそうではなくて，こういう明確な根拠があ

るのだよということがあれば，教えていただ

くと非常にありがたいと思います。

　それと，事前通知の項目ですが，現行法

は，当初案の「書面で」という点が修正され

て，口頭で事前通知をするとなっています。

通知項目は，調査をする旨を含めると11項目

となっていますが，これは多すぎるだろうと

思います。最初の法案提出時には「書面で通

知する」とあったのが，後に「口頭で通知す

る」と修正された時に，通知の内容も修正す

るべきであったと思っています。問題意識と

しては『税法学』296ページの左欄，下から

６行目あたりですが，「筆者は，通知すべき

事項は必要なものを厳選するべきであるし，

その具体性や程度についても多くを要求しな

い方がよいのではないかと考えている。なぜ

なら，事前通知をする事項が多岐にわたり，

その内容が厳格に法定され，課税庁において

運営が難しいものとなれば，それは事前通知

の例外規定をどう考えるかという議論につな

がりかねないと危惧するからである。事前通

知の法定化は，これを統一的・全面的に実施

することにこそその目的があり」と考えてお

りますので，あまり多くを要求して運営が難

しいものになっていくことに，少し注意をす

るべきだろうと考えています。

谷口　どうもありがとうございました。それ
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では続きまして，質疑応答に移りたいと思い

ます。これも報告順に行っていきたいと思っ

ております。まず，望月会員の報告に対しま

して，関西地区の田中会員から質問が出てお

ります。できるだけ質問用紙の記載に即した

形でお願いいたします。

「納税の権利」と「納税者の権利」の相違

田中　関西地区の田中です。まず最初に，ご

報告の中で「納税の権利」とおっしゃってい

ましたが，「納税の義務」というのはごく一

般的に言われますが，「納税の権利」という

のはそれほど一般的な言い方ではないと思い

ます。「納税の権利」の内容と「納税者の権

利」の内容は同じことを言っているのか，違

うことを言っているのかというのが，概念と

して少しわかりにくい。

　私は，そのあたりは単純に考えていまし

て，納税者は租税に関し実体法上の義務ない

し債務を負っているという言い方と，納税者

は租税手続上，丁寧かつ公正に扱われる権利

があるという言い方，この両者とも併存し得

るし，むしろ一般的にはそういう言い方の方

がわかりやすいと思っています。

　そのような言い方と，先生が問題提起され

た納税の権利があるのだという言い方とは同

じかどうか，問題提起のご趣旨は理解してい

るつもりなのですが，概念としての整理が必

要ではないかと考えます。実体法上の義務な

いし債務，手続法上の権利という言い方と，

どのように違うかということを，概念として

整理をしていただければありがたいという意

味で質問をさせていただきました。

谷口　それでは一つずつお願いします。

望月　田中会員，ご質問ありがとうございま

す。私自身，「納税の権利」と「納税者の権

利」の概念の整理を行うことが今後の大きな

研究課題だと考えています。「納税の権利」

と言う場合，納税という行為自体をどう我々

が考えるのか。後で右山会員からもご質問が

あると思いますが，租税そのものが何なのか

という租税の根拠論につながってきます。

　ご存知のとおり租税には，利益説の考え方

と義務説の考え方があります。先月でしたか，

京都大学の諸富徹先生が，『私たちはなぜ税

金を納めるのか　〜租税の経済思想史〜』と

いう本を新潮選書から出版されました。そも

そも我々は，税を納めるということをどのよ

うに考えればよいのかということを，経済思

想史と租税思想史の面から検討されていま

す。

　「納税の権利」と言っても，日本では残念

ながらプロイセン的な，いわゆる義務説的な

考え方がそのまま日本国憲法に残っていま

す。それに対して，税を納めること自体も一

つの権利だと考えられないのか。私はもとも

とキリスト教の倫理観と租税の関係に興味を

持っていまして，税を納めることの倫理観と

言うのでしょうか，富を自分で蓄積していく

ことはいわゆる悪であり，それを自分の生き

る社会やコミュニティの中で分け合っていく

という考え方に結びついて，それが西欧にお

ける利益的な考え方の背景にあるように思い

ます。

　そもそも漢字の「税」というのは「稲を抜

く」と書きますね。だから，文字の由来から

も「取られる」という意識が読みとれます

し，納税の「納める」という言葉も上下関係

を前提にしています。したがって，租税観と

言いますか，税を納めることをどのように考

えるのかということと，「納税の権利」の概

念とは大きく関わっています。さらに今回私
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が報告させていただいた手続法上の権利に加

え，今後の課題として，実体法上の権利が果

たして納税者の権利と考え得るのかという問

題もあると思います。私が今回報告させてい

ただいた納税者の権利は，基本的には手続法

上の権利に限定させていただいています。

　もう一つのお尋ねである，実体法上債務を

持つことと，納税者が手続法上の権利がある

ことの関係をどのように考えるのかというご

質問ですが，これも非常に悩ましい問題で

す。もともと租税法律関係を権力的に考える

のか，それとも債権債務関係で考えるのか，

これは従来からいろいろな先生方が研究され

てこられた重要なテーマです。学説として

は，やはり租税は一種の債権債務関係だとい

う考え方を私も支持しております。この債権

債務関係で考えることは，ある意味で言え

ば，納税者と国との間を平等な法律関係の中

で捉えるところにつながってきます。租税債

権債務説の視点から見れば，手続上の権利が

あるということは，対等な当事者の債権債務

関係の中で認められる権利があるものとして

整理することができるのではないでしょう

か。ただ，「納税の権利」，「納税者の権利」，

あるいは租税債権債務関係をどのように考え

るかについては非常に大きな問題ですので，

今後の研究課題としてさらに検討を深めさせ

ていただきたいと思います。

谷口　次に田中会員からもう一点，和解につ

いての質問が出ておりますので，お願いしま

す。

「和解」の意義と位置づけ

田中　引き続きまして関西地区の田中から質

問させていただきます。今日の補足にもござ

いましたし，昨日の報告にもありました，納

税者の権利の一環として「和解」という位置

付けをもう少し考えればどうかというご提案

かと思います。そこで私がお聞きしたいこと

が大きく三つあります。

　一つは，そもそも和解を求める，つまり和

解をもっと進めていくという装置としての和

解や，あるいは制度を導入しようとすること

の目的，意義は何なのかというのがわかりに

くいのです。つまり，紛争を早期に解決する

という点から言うと，それは紛争が長引くよ

りは早い方がいい。これはおそらく一般的に

言えることです。そのこと以上に，あるいは

そのこととは別に，税の領域で和解というこ

とを提案する積極的な意味ないし意義は何な

のかというのが，問題の一つです。

　そして二つ目は，これも多くの方がおっし

ゃっているように，現在，課税処分取消訴訟

を展開していく中で，和解というのが可能な

のか。つまり今，望月会員が提案されようと

しているのは，取消訴訟という制度をもう一

回見直して，例えば債権債務としての民事訴

訟の仕組みに変える，これは水野先生がよく

おっしゃっていることですが，そのように制

度の基礎を変えた上で和解を行った方がいい

という，一種立法論ないし制度論の文脈でお

話されようとしているのかどうかという質問

です。

　三つ目は，更にそれとの関連で，仮に債権

債務説に立って，税金は国と納税者の間の債

権債務だと考えた場合に，例えば納税者に対

して100万円払えと言っていたのが，仮に60

万円で和解しましょうとなった場合に，それ

で国等と納税者との間でそれなりに決着が付

いたとしても，今度は逆に第三者との関係で

問題は生じないのか，という点が少し気にな

ります。どういうことかといいますと，一つ
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は地方税との関係です。つまり，地方税の中

に和解という制度を導入したときに，地方団

体と納税者との間のある種の馴れ合いで和解

した場合には，ご承知のとおり，住民訴訟が

提起される可能性は当然あるわけです。和解

によって，当該地方団体に対して財政上の損

害をもたらすという問題はあり得るわけで

す。そうすると，問題は三者関係になってく

る。

　国の場合には，住民訴訟のような制度は現

段階ではありませんが，仮に制度的に住民訴

訟に類似するようなものが導入されれば，そ

ういった問題が起きるかもしれない。更に

は，会計検査院の観点から見て，一体そんな

和解をしてどうするんだという批判も生じる

かもしれない。このように考えると，問題は

単に国等の公共団体と納税者の間だけにとど

まらず，三面関係，あるいはもっとそれ以上

の関係として考えていくべきではないかと思

います。

　私も十分に考えているわけではないのです

が，和解という問題を考えていく際の基本的

な論理の土俵設定，あるいは考慮すべき要素

をどのように考えればいいのかという観点か

ら少しお話いただければと思います。

望月　ご質問ありがとうございます。私も田

中会員のご指摘のとおり和解の制度としての

導入には，いくつかのハードルを越えなけれ

ばならないと考えております。一つには租税

法律主義から来る合法性の原則の枠組みの中

で，和解をどう説明するのかという大きな課

題があります。もう一つは，やはりこれも大

きな課題ですが，租税の公平性を考えたとき

に，和解を認めるには非常に大きな問題があ

って，それを越えるメリットは何なのかとい

うことがあります。先生の一つ目のご質問も

その点についてのお尋ねと思います。

　和解のメリットの一つには，先生もおっし

ゃったように，和解をすることで簡易・迅速

な解決をするということは当然あると思いま

す。これまでも，課税の現場では，納税者と

代理人である税理士，あるいは納税者自身と

の間で，事実上の和解のような合意が現実的

に形成されていた実態があります。そうした

今まで事実上和解とされていたような曖昧な

実務を，きちんと両者の一致点を見いだして

いくように制度化するというメリットもあり

ます。つまり，課税実務上の曖昧なプロセス

の中で納税額が決まってたのを，もう少し明

確かつ適切な形で処理できるような和解とい

う制度を考えてはどうかということが，私の

提案の理由の一つです。

　二点目の，取り消し訴訟の構造の下で和解

は許されるのかという問題があります。水野

武夫会員の一連のご論考や昨年度の本学会に

おけるご報告でも指摘されていましたとお

り，そもそも取消訴訟の行政救済手続として

の性質をどのように考えるのか。「公権力の

行使」として考えて，権力関係の中で和解制

度というのが位置付けられるのかどうか。水

野会員がおっしゃるように，そうではなく

て，民事と同様，対等当事者の中で租税につ

いても争えるのだという方向性が果たして出

せるのか。これも大きな課題になると思うの

ですが，私の提案としては，裁判外紛争処

理，いわゆるADRという形で導入してはど

うかと考えています。

　アメリカも98年の内国歳入庁再編改革法

（RRA’98）の中でも，ADR制度が手続上の

制度として法定されました。これは，訴訟と

は別に調停や仲裁に近い裁判外の手続の中で

課税庁と納税者の利害を調整していくとい
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う，裁判外の和解手続が制度化され，一部で

はその利用が進みつつあるという現実があり

ます。

　水野会員がおっしゃるような形で，民事訴

訟の考え方を租税訴訟の中に持ち込んで，裁

判制度の中で和解を制度として導入できるの

かどうか。そこはまだまだ検討課題が多く残

ると思います。当面，私が今回の報告の中で

提案させていただいているのは，裁判外の

ADRとしての和解制度です。

　三点目のご質問は，和解によって第三者に

及ぼす不利益・問題点だったと思います。実

は先日もこの点が，多くの税理士や弁護士の

参加しているネット上のフォーラムでも問題

になっていました。地方の税務職員が，100

税金を取らなければいけないときに，それを

60にしてください，70にしてくださいという

ような徴収の仕方があるのかということが議

論になりました。これに対して，参加されて

いた地方の税務に詳しい方が，「地方の場合

は100か０です」と言われました。100取れな

い時は０であることの理由を付けて，０にし

かできなくて，これを60や70にしてしまう

と，田中会員もおっしゃったとおり，住民訴

訟を提起されたり，取れない部分についての

責任が生じてしまうことになります。やはり

地方税との関係というのは，和解を制度化す

る場合において，大きな問題点の一つとなり

ます。

　もう一つは，行政監察や会計検査院の検査

との関係ですね。果たして和解が適切に行わ

れているのかどうか，これは租税の猶予とか

免除に当たってくると思うんですが，その猶

予や免除というのが，適切適正に行われてい

るかどうかのチェックは，やはり行わなけれ

ばなりません。では会計検査院の検査の結

果，和解の部分が適切でないとなった場合

に，それをどのように解決するかという問題

が生じてきます。

　和解制度を導入するに当たって，あくまで

も当事者間だけの，アメリカの「オファー・

イン・コンプロマイズ」のように，一種の協

定を結んで，その当事者間以外には効力を及

ばせないような制度にすることも考えられま

す。ただ，この点もまだ研究の途中でして，

ADRとしての和解制度の具体的な内容につ

きましては，別の機会に譲らせていただけれ

ばと思います。

課税当局との信頼関係の醸成をめぐって

渡辺　ありがとうございました。次に関東地

区の右山会員より，既に今の田中会員とのや

り取りで一部望月会員が触れられたところで

はありますが，納税者権利憲章の狙いと，通

説としての租税の意義についてご質問が出て

おりますのでお願いします。

右山　関東の右山です。望月会員が昨日お話

しになったのは，結論として納税者権利憲章

は，最終的には納税者と課税当局の信頼関係

を醸成していくということだと思います。そ

うすると，租税をめぐって信頼関係を醸成す

るときに，すなわち租税の意義をどう考える

かを考えてみますと，古いことですが，田中

二郎先生からドイツ租税通則法の第１条第１

項の定めをずっと今まで踏襲しているんです

ね。

　したがって，現在の租税の通説というの

は，租税とは公共サービスにかかる資金の調

達を目的として，直接の反対給付なしに強制

的に私人の手から国家の手に移される富の呼

称に他ならないということですが，その信頼

関係の醸成をしていくためには，お互いに地
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位が対等でなければならないというところ

に，租税の意義というのがマッチしていない

と思うんですね。これはもう全然別個なもの

として切り捨てて行かれるのか，それともや

っぱりこれをマッチさせなければならないの

か，そこの点をどうすればいいのか示してい

ただきたいと思います。

望月　先ほど田中会員のご質問に対してもお

答え申し上げたとおり，租税の根拠について

の義務説的な考え方，これをどのように考え

るかですね。というのは，先日近所の小学校

で，税務職員の方が租税教育の授業をされて

いました。そのときのご説明をうかがってい

ると，税というのは地域・コミュニティや国

の「会費」だと説明しているんですね。会費

ということはつまり，会に参加し利益を受け

る中で，それに対して会費を払っているとい

うことです。ですから，税務職員の方のお考

えは利益説的な考え方ではないかという印象

を受けました。

　先ほど紹介させていただいた京都大学の諸

富先生の著書『私たちはなぜ税金を納めるの

か　〜租税の経済思想史〜』を読みますと，

それぞれの国の中で「税」をどのように考え

るのかという歴史的な変遷の中で，いろいろ

な税に対する考え方が見られます。例えば，

アメリカで申しますと，ご存知のとおりホー

ムズ裁判官の「文明の対価」という考え方が

あります。では，日本はどうかというと，日

本国憲法30条は納税の義務を規定していま

す。これは日本国憲法の制定過程において衆

議院の審議段階では入っていなかったもの

が，後の段階で入るんですね。入った趣旨を

調べると，大日本帝国憲法の考え方をそのま

ま引き継いでいることがわかります。という

ことは，田中二郎先生が紹介されているよう

に，いわゆるドイツのプロイセン型の租税

観，義務説的な考え方が基本になっているわ

けです。

　ただ，これも先ほどの田中会員からのご質

問に対してお答えさせていただいたとおり，

租税をどう考えるのか，先ほどの田中会員か

らのご質問に対してお答えさせていただきま

す。債権債務関係のいわゆる義務と考えるの

か，対等当事者と考えるのか，あるいは権力

関係で考えるのかについては，憲法制定時と

今とでは随分と変わってきているのではない

でしょうか。私の今回の報告でもふれました

が，税務行政は権力行政というよりは，お客

様に対するサービスだというように，今，世

界各国の状況が変わりつつあります。

　では日本は，今後とも義務説の立場から権

力関係を前提に租税や税務行政を考えていく

のかどうか。我々としても租税のあり方，あ

るいは税務行政のあり方として，この義務説

的な考え方を維持するのかということは，今

後議論を重ねて見直していかなければいけな

いのではないかと思います。私は租税法律関

係は債権債務関係と考えており，両対等当事

者間で納税を義務とし税務行政を権力行政と

するのは，現在の税務行政や今後の税務行政

のあり方を考える場合にはそぐわないのでは

ないかと考えており，それを踏まえた形で今

回報告させていただきました。

右山　そうすると租税の意義というのが長い

間，こういった権力関係で続いているという

のは，やはりもう修正していかなければなら

ないという考え方ですね。そうしますと，日

本税法学会も変えることに一生懸命にならな

ければならないという義務があるということ

も確認いただけますか。
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権利憲章に納税者の協力義務を

谷口　質疑が長引いておりますので，その点

については問題意識を持つということで対応

するとしまして，引き続き九州地区の青柳会

員から，納税者の説明義務や応答義務に関し

てご質問と申しますか，ご提案が出ておりま

すので，よろしくお願いします。

青柳　九州地区の青柳です。納税者権利憲章

というのはそもそも性質上，権利を確認する

もので，義務とするのはおかしいと言われま

したが，それは憲法と同じですね。憲法もつ

まりはみんなに権利を与えて，権力者を縛る

ためのものですから。ただ，先ほどの話を聞

くと，納税者との関係は，いわばお客と言う

か顧客との関係だと言われましたが，納税者

と税務行政庁との関係は，単なる顧客に対し

てサービスを提供したり，何か役務を提供す

るのじゃなくて，全体として適正・公正な課

税を実現するという大きい目的を皆に平等に

提供することによって，そのサービスが成り

立つものだと考えられるわけです。個々の納

税者に対して何かを与えるものではなくて，

納税者全体に対して適正・公平な課税が行わ

れ，それによって税務行政が国民全体，納税

者全体にサービスの満足を与えるということ

になるわけですから。そこがまずは出発点だ

と思います。

　そうでない場合において，そもそも納税者

には申告納税制度など，いろいろな納税義務

の中において，納税申告をした以上，例えば

課税庁の求めに応じて説明するのは当然だと

思います。申告納税制度で「自分はこれだけ

申告したからそれで終わり」ではなく，やは

り説明義務はある。調査に応じる義務，応答

義務，それぞれがあると思います。ただ，そ

れらは全て，先ほど田中会員が言われたよう

に，実体法上の納税義務，つまり申告書を提

出したことにより，租税法律関係に組み込ま

れたことによって発生する義務なのだから，

そのようなものについては，別に権利憲章と

いう形で入れるのはふさわしくないとお考え

なのかもしれません。やはりでも，そういう

ことを権利憲章に盛り込むことは，今の状況

から見れば意味があるのではないかというの

が私の感想です。その点はどうお考えでしょ

うか。

望月　ありがとうございます。青柳会員がお

っしゃったとおり，納税者と課税庁，これは

相対立するものではなくて，理想主義的過ぎ

だと言われるかもしれませんが，両者はやは

り協力して適正な課税を実現していくことが

望ましいことといえます。そういう意味で言

うと，両者の協力関係をきちんと納税者権利

憲章に定めることは，決して納税者権利憲章

の趣旨に反するものではなくて，私もその点

はどのような形で規定するかの方法の問題だ

と思います。

　イギリスのように，オブリゲーションとい

う形で納税者の協力義務を，コンプライアン

ス上のお願い事項のような形で入れるのか。

それとも納税者権利憲章の前文に入れるの

か。方法はいくつかあります。国税通則法に

おいても，１条の目的などに，納税者と課税

庁の協力関係が述べられています。一定の権

利を求めるからには，一定の協力も必要なの

だという確認事項を納税者権利憲章や法律の

目的条項に入れるということは，私自身も別

に反対しているわけではありません。実際に

どういう形にするかという問題はあると思い

ますが，その両者の協力関係・信頼関係を醸

成するという点を，納税者権利憲章の一つの
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目的と考えるからには，そのような点も入れ

ることが納税者権利憲章の趣旨を損なうもの

ではない，という点は青柳会員と同様な立場

と言うことができます。

コモン・ロー諸国における行政上のアプロ

ーチ

渡辺　ありがとうございました。続きまし

て，望月会員に対する質問はこれで最後にな

りますが，中部地区の伊川会員から，コモ

ン・ロー諸国において行政上のアプローチが

取られていることの背景・根拠について，ア

メリカにおける納税者憲章保護法について，

そして訳語としての納税者権利憲章につい

て，ご質問がでております。この順番通りに

ご質問をしていただければと思います。

伊川　中部地区の伊川です。昨日は非常に興

味深いご報告を，ありがとうございました。

一点目ですが，世界的な流れとして税務行政

について，納税者をお客様と捉え，サービス

を提供すると捉える考え方。従来の日本の行

政の実務とはまた違う新たな視点だと思いま

すが，このような考え方が出てくる背景や，

あるいは特にコモン・ロー諸国において行政

上のアプローチ，法的な裏付けがある国もあ

るということですが，このようなアプローチ

が取られている背景につきまして，やはり文

化的あるいは先ほども話があった宗教的な部

分が作用しているのか。それとも，コモン・

ロー諸国ということですと，これは一種のエ

クイティ，衡平法という考え方に基づいて，

その流れとしての対応なのか。このあたりの

背景について，まずご教示いただきたいと思

います。

望月　ありがとうございます。もちろんその

国の文化，歴史，宗教といった複合的な要素

ではないでしょうか。先ほど，特にキリスト

教的な倫理観のようなものが租税の分野には

影響しているのではないかとお話し申し上げ

ましたし，あとは法的に言うとエクイティ，

つまり衡平法上の救済も当然由来する一つの

要因だと言えると思います。

　近時は，やはり「民の活力」とか，民間の

発想や経営手法を行政に積極的に導入してい

こうという動きが，1990年代以降大きな流れ

としてあります。民間の発想を，税務行政に

積極的に生かしていこうという考え方が，税

務行政における「お客様憲章」や「サービス

憲章」の導入の背景にあると思います。私の

論文の中にもありますように，いわゆる「カ

スタマーズ・サティスファクション」とでも

言うのでしょうか，一種の民間企業経営にお

ける顧客満足度向上のためのサービスの発想

を積極的に行政分野にも取り入れていこうと

いう流れがほかの行政分野でも活発になって

おります。それが税務行政の分野にも出てい

るのではないでしょうか。それを象徴する言

葉が報告でも紹介した，いわゆる「グッドプ

ラクティス（GP）」という用語になると思い

ます。

　ですから，根源的なところは伊川会員がお

っしゃるように，文化，歴史，宗教，法的に

は衡平法上の救済もありますが，近時イギリ

スやオーストラリア，あるいはニュージーラ

ンド等のサービス憲章や納税者権利憲章を見

ていくと，それぞれの国がPFIなどいろいろ

な民間活力，民間の発想や民間企業の経営手

法を導入していく中で，税務行政におけるサ

ービス化が進んでいったのではないかと私は

推察しております。

伊川　次に，今回のご報告で紹介をいただい

たアメリカの状況ですが，連邦法に関わる問
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題だと思いますので，これが州法レベルあた

りでどのように影響を及ぼしているのかとい

うことについてご教示いただけたらと思いま

す。

望月　アメリカの連邦レベルでは今，皆さん

最近の報道でもよくご存じのとおり，IRSの

スキャンダルが問題になっています。大統領

選挙に関連して保守派に対して，特に免税団

体の認可について差別的な扱いがあったので

はないかということが話題になっています。

その連邦とは別に，州については州ごとに，

それぞれの納税者権利憲章がございます。こ

れは白鴎大学の石村耕治先生の『先進諸国の

納税者権利憲章』という90年代の著書の中で

もいくつか紹介されていると思いますが，州

はもちろん納税者権利憲章をカウンティやシ

ティで持っているところがあります。ただし

よく見てみると，どちらが先かという問題は

あるのですが，連邦の納税者権利保護法，納

税者権利憲章の考え方を取り入れているとこ

ろもありますし，各州の憲法に基づき独自の

納税者権利憲章や納税者の手続的保護法制を

取り入れているところもあります。

　また，連邦の納税者権利保護法が各州のガ

イドラインとして統一的に執行されているの

かというとそうではなくて，やはりそれぞれ

の州ごとの制定の過程，あるいは州ごとの事

情が反映されています。それに対し，イタリ

アは報告でもふれたとおり納税者権利保護法

を制定しているのですが，これはそれぞれの

地域についても国と同じように適用されてい

ます。

伊川　三点目は，『税法学』のご論考の240ペ

ージ，左欄の２行目から３行目で，英語で

「Taxpayer�Bill�of�Rights」を「納税者権利

憲章」と訳されていますが，「Bill�of�Rights」

であれば「権利章典」ではないかと思ったの

ですが，ここの趣旨をご説明いただけたらと

思います。

望月　そうですね，より正確に翻訳するとい

う趣旨であれば，「章典」とした方が言葉と

しては正確ではないかと思います。ここのと

ころでは，特に意味があって「憲章」と訳し

たわけではございません。ご指摘ありがとう

ございました。

谷口　以上で望月会員への質問は終わらせて

いただきます。次に山本会員への質問です

が，実は関東の山田会員，そして関西の田中

会員と忠岡会員から，冒頭で山本会員が訂正

された部分についてご指摘がありました。こ

の点について３人の先生方に確認したとこ

ろ，もう結構ですということでしたが，ただ

訂正の趣旨をもう少し説明していただきたい

というご意見もありましたので，山本会員か

ら訂正された理由をもう少しご説明くださ

い。

山本　まず今回の『税法学』の論文の中で，

国税通則法の改正の立法の経緯の部分につい

ては，まさに日弁連税制委員会を代表する形

で書いておりますが，それより後の部分につ

いては，私が個人的に書いた部分であり，そ

の個人的に書いた部分で暴走して間違えた箇

所があったということを税制委員会初代委員

長の水野先生から指摘されて，直ちに撤回し

たといういきさつですので，日弁連の税制委

員会の見解が間違っていると山本が認めたな

どの誤解のないようにお願いいたします。

　誤解である，訂正であるということの意味

は，わかりやすい話なんですが，更正の請求

の期間が，今回の場合は５年間に伸びており

ます。その期間内であれば修正申告を出して

いようといまいと，当然更正の請求はできま
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す。その年数が１年から５年に伸びただけ

で，現在の旧法の下でも１年以内であれば，

申告しようと修正しようと更正の請求はでき

ます。ただ，期間が短いため多くの事例では

１年を経過してしまうから，修正申告を出し

たら命取りになっていただけだということで

すので，これは明らかな間違いであるという

ことで取り消しさせていただきました。

税務調査終了後の説明の書面化

谷口　ありがとうございました。それでは山

本会員への質問に移らせていただきます。ま

ず関東地区の山田会員から，税務調査後の説

明についてご質問が出ておりますのでよろし

くお願いします。

山田　質問の趣旨は，私はこの度の通則法の

改正で一番大きな意味を持っているのは，税

務調査終了後の説明ではないかと思うので

す。詳しく事務運営指針を引用してその内容

を説明いただきましたが，この事務運営指針

どおり運用されるということが実現されれ

ば，今後の税務調査の改善・救済に画期的な

良い影響を与えることになるだろうと考えて

います。ただ残念なことは，どうして税務調

査後の説明を書面化することが実現できなか

ったという問題なんですね。

　『税法学』にお書きになっているところを

読ませていただくと，書面による通知が当初

は要望されていたけれども，削られたという

ことになっているんですが，書面化が実現で

きないと，口頭説明が限界だということにつ

いて，なぜ限界なのか，そのあたりの経過を

明確にしていただきたい。

　それから併せまして，仮にこれが限界だと

考えると，代替的な対応として，国税の説明

を受けた者がその内容を筆記して，それにつ

いて担当税務職員に確認を取ることができる

のではないかと思うのですが，その点につい

てのお考えを聞かせていただきたい。

山本　『税法学』の論文に書きましたとお

り，もちろん当初日弁連の改革案では，書面

による通知を要求しております。削られた理

由は極めて単純明快で，国税庁の官僚，ある

いは官僚の意見を代弁する方々との力ずくで

の争いで，ここの部分が押し切られたという

ことです。少なくとも成立した条文上は『税

法学』に書いたとおり，文理解釈をする限り

において書面は必要ないということになって

おりますし，また同じ事務運営指針の中で

は，書面は必要ないということがはっきり述

べられております。これは力関係で決まった

ことです。

　それから，それに代わるべきものとして，

説明を口頭で聞いたものをメモして，それを

突きつけて確認を取るという作業はどうかと

いうこと。確認を取るところまでは私も当然

行う必要があるだろうと思います。それはな

ぜかというと，後日主張や根拠がコロコロ変

わっていったりする場合に，その理由の差し

替えの問題まで行かないとしても，少なくと

も根拠がコロコロ変わるということは自信が

ない，いい加減な課税だということを裁判官

等に印象付けることができますので，証拠化

しておくという意味では必要なことだと思い

ます。

　ただ，そのような書面を渡して，「確かに

間違いありません」と証明書を書いてくれる

かというと，今の役所は多分後ろ向きなので

はないかなと。「でもこう言ったよね。間違

いないよね」と口頭で確認をすること自体

は，後日の証拠化としては大いに意味がある

ことだし，現場ではやる必要があるだろうと
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私は思っております。

山田　現在の国税側の対応としては，書面化

までを要求することは力関係において限界が

あるということですね。問題は，限界は突き

破らなければいけないということです。書面

から削られたから「はい，そうですか」とい

うことではなくて，税務調査というものを本

当に救済手段として，また権利救済の手続と

して国民が安心できるものにするためには，

その限界を突き破る努力，あるいはそれを突

き破る熱情が必要で，突き破る方法を我々は

考えなければいけないと思いますが，そのあ

たりの「山本ビジョン」をお持ちなのでしょ

うか。

山本　熱意を持たなければいけないというご

指摘，まさにご指摘のとおりだと思っており

ますし，私個人のビジョンというよりも，日

弁連税制委員会として，山田二郎会員を含め

て意見の統合を図っていきたいと思います。

「取られる納税」と「正しい納税」

渡辺　それでは引き続き，九州地区の青柳会

員から，「正しい納税」に関するご質問が二

つと，総額主義と争点主義についてのご質問

が一つ，合計三つ出ておりますので，順番に

お願いいたします。

青柳　九州地区の青柳です。非常に刺激的な

お話で，久しぶりにこちらも面白いと思って

おりました。ただ山本会員のお話で少し気に

なるんですが，「取られる納税」から「正し

い納税」へ変更になったと主張されています

が，「取られる納税」というのは，取られた

場合は正しい納税ではないということでしょ

うか。逆に言えば，課税庁側が処分した，も

しくは修正勧奨された，それで取られたとい

うことは「正しい納税」ではないのでしょう

か。あくまでも税法の課税標準の計算上，そ

のように勧奨されたり，最終的には処分する

ということになるわけであって，「取られる

納税」と「正しい納税」という両方をこのよ

うに対比するというのは，私は税務職員です

が，税務職員の側から見ると，それはどうい

う意味でしょうかと。何らかの偏見，バイア

スが逆にかかっているのではと思いました。

「正しい」というのはどういう意味なのかを

お聞かせください。

山本　私は偏見だと思います。税理士さん

は，今日はたくさん来られていますが，国民

の多くの人に接触しています。税務署が来て

税金を取られた，と普通は言うんですよ。日

本語としては。日本の庶民の感覚は，税金は

取るもの，取られるもの。「法律に基づいて

納税義務を実現するもの」なんていうこと

は，学者とかお役所の人以外いないんです。

そのことを言ったのが，『税法学』の最初の

ところに書いた，「国民に自ら道を歩くよう

に定めた上で，間違って穴に落ちるのを待ち

受けて」という箇所です。間違えたとわかっ

ていても絶対に離さない，これはやっぱり取

る，取られるということだと思います。そう

いう意味で私は取っている，取られると使っ

ています。

　そして日本のお役所の方に，その感覚がや

っぱり弱いというのが，日本の問題点だろう

と思って，象徴的な言葉で「取られる納税か

ら正しい納税へ」というキャッチフレーズを

この際打ち立ててみたらどうだろうと。少な

くとも多くの税理士さんや，現場を担ってい

る国民には支持されるのではないかと，それ

だけでございます。

渡辺　続けて，更正の請求との関係で，今の

お答えとの関係も含めてお願いいたします。
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青柳　要は，更正の請求期間が延長されたこ

とは正しい納税につながると。つまり，誤り

が是正されたということですね。それはもち

ろんそのとおりです。誤りは是正されなけれ

ばならない。

　ところで，そのように常に「正しい納税」

と言われながら，片方で審査請求の段階，訴

訟の段階になると，今度は争点主義というこ

とになって，指摘されたものだけが争いの対

象になっていく。そこで全体としての税額が

いくらになるかということは，あまり意味は

ないことだ，少なくともそれは後で考えれば

いいと。そうすれば，更正の期間制限がかか

って何とかなるだろう，というようになるこ

とはいいんでしょうか。

　望月会員の時にも申し上げましたが，審査

や訴訟は確かに権利救済のためのものです

が，同時にそれは真実発見のための課税庁と

納税者の相互の競合的な関係だと思っており

ますから，そういう関係の中で先ほど先生が

言われたように，不課税を非課税にするよう

なことまでやるのかなと，少し感じます。私

自身，人の批判をするわけにはいきませんの

で。ただ，やはり不服審査訴訟においては，

権利救済ということ以外に，真実を発見する

という過程はある。その発見はやはり無視で

きないから，間違った時は正しい申告にどん

どん直せと言い，訴訟や審査の問題は，争点

主義であまり他のことは突っ込まないでくれ

というのは，整合性の取れている考え方なの

でしょうか。

山本　非常に立場上，答えやすいというか，

刺激的な答えをさせていただきます。真実発

見の場であるとか，「何が正しい納税か」と

いうことは，裁く人が最終的に出してくる結

論なんです。中途の裁きとしては国税不服審

判所が，最終的な裁きとしては裁判官が裁く

わけです。そしてその過程で双方が権利主張

をし，証拠を出して立証していくという手続

的な中で解決される問題なんです。

　私が今言っているのは，今回納税者の武器

として５年間という時間の幅を持たされたこ

とによって，手続的な面の保証ができたとい

うことであって，取られたのを取り返したい

だけだとか，真実の発見なんかどうでもいい

と言っているわけではありません。ただ，現

場の声としたら，真実の発見はどうでもいい

んです。自分が取られた税金を取り返したい

から，不服申立をするんです。日本の行政を

良くしようとか，そんなのは二の次です。結

果的に自分の権利が実現することによって，

日本中に長崎年金訴訟のように波及すればい

いと思っているので，長崎年金訴訟を担当さ

れている江崎先生は，私はどうでもいい，納

税者はどうでもいいなんて思っていないんで

す。納税者が第一，これが実務家なんです。

　そのような意味では，もともとは取られた

ものだけ取り返すという制度なんです。不利

益変更の禁止の原則は何であるのか，それは

取られたものを取り返す手続を認めているの

で，例えば先ほど言いましたように，ライブ

ドアの事件の時に，一時所得だと最初言って

いたんですね。いまだに通達に準じる全国に

通用するものは撤回していないんです。雑所

得だと言ったんですよ。でも雑所得だと言っ

たからって，では倍の課税を審判所ができる

かといったら，それはできないじゃないです

か。審判所は不利益変更の申立限度でやるわ

けですから，所詮審査請求も訴訟も納税者の

救済のためにあると。ただ，救済するにあた

っては，真実の発見をしなければならない。

そのためには，双方に対等な形で手続的な保
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証をしなければいけないと，そういう仕組み

だと思っております。

「総額主義」と「争点主義」

渡辺　それでは三番目の総額主義と争点主義

と，実体法上の規定との関係についてお願い

します。

青柳　逆に私からすると，間違ったことがあ

ったときに，納税者側からの更正に対して，

こちら側も主張したっていいじゃないかとい

う論理になると思います。

　それとは別として，今度は総額主義と争点

主義に移りますが，実体税法上の規定ではな

くて，国税通則法の24条から29条までを見る

と，やはりこれは総額主義と考えざるを得な

いと思います。このことは昭和30年年代から

ずっと議論されてきて，いろいろな裁判官と

の協議や，多くの学説等がありましたけど，

結局総額主義ということは変わらない。ただ

問題は，手続的保証や不服審査前置など，い

ろいろなものが行われている中で，どこまで

理由というか，追加的なものが出せるのかと

いう議論に移ってきたのではないかというの

が，これまでの流れだと思います。そうする

と，更正の請求期間が延長されたことによっ

て，総額主義ではなく争点主義に転換された

というのはどういう理由なのかが少しわから

ないので，ご説明願いたいと思います。

山本　まず，更正の請求の期間が延長された

ことで争点主義が優位になったという結論

は，私は全然述べていません。それは曲解で

あります。私の述べているところは，『税法

学』の271ページから273ページまでの理由の

差替えについてです。ある種，争点主義・総

額主義の問題に絡むものでして，そして273

ページの８項が理由の程度論。ここに述べて

いるのが私の見解です。

　具体的に言いますと，理由の差替えのとこ

ろの理由として，273ページの左欄の中程，

この段落は何を言っているかというと，まず

272ページの一番下から見ていきますが，「理

由が示されていない場合は取消しを免れな

い」という判例が確立している。それから

「理由の追加を認めない」という判例も確立

している。ならば，もう一声「理由の差替え

も認めない」と進んでもいいのではないか。

そのことは今改正において手続的保証原則が

通則法全体を貫く原理となっていることに沿

う解釈であるという言い方をしているので，

期間の延長があったことに限定しているわけ

では全然ないんですね。

　ただ，今回の改正によって手続的保証原則

が通則法全体を貫く原理となったと解すべき

かどうかは，立場によって見解の差は出てく

るだろうと思いますが，私はそのように解し

たいということです。

　それからもう一点，273ページ左欄の中段

下ですが，「第三に，今改正において，課税

庁側の課税する期間が５年に延長されたこと

によって，前訴の敗訴判決確定後であって

も，課税庁は別の理由による課税が３年で阻

まれることもなくなりましたよ」と書いてい

ます。争点主義に基づいて出直したければ，

時間はじっくりありますから，第２ラウンド

で，どうぞ出ていらっしゃいと。一つの裁判

の中でどさくさ紛れに突っ込まれたものまで

審理・判断することにこだわる必要はないじ

ゃないですかということです。

　もともと私は総額主義と争点主義に関して

はあまり興味がないんです。訴訟物論争の問

題だと思っていますから。総額主義と争点主

義に関してというよりも，手続的な保証，理
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由付記の絡みでの理由の差替え，あるいは理

由の程度問題，これだけに興味があるわけで

すけれども，その点では明らかに今度は前進

したと考えて，実定法の新しい制度の下にお

ける実定法の解釈論としても，理由の差替え

が許されない，あるいは程度が相当充実して

いなければならないという解釈が出てきても

おかしくないのではないかと，そういう程度

でございます。

青柳　先ほどの曲解というのは，先生が書か

れている文章からそう取れるのかなと私が思

ったものですから，文章からするとそうなる

んですが，ただ手続的保証優位の原則が確立

されたというのは，先生も今言われたよう

に，人によって意見が分かれるという点は認

められると思うので，手続的保証優位原則に

よって処分理由の差替え論が打撃を受けたの

かどうかは，判断の問題ということになりま

す。それはもうどっちだこっちだと言っても

決着が付くものじゃないですから。ただ，そ

ういう見解だと理解すればよろしい，という

ことでわかりました。

山本　それからですね，程度論のところで私

が書いたことが，差替え論にも影響してくる

ので，274ページを見ていただけるでしょう

か。昨日すでに話題で出ていたことなんです

が，記帳義務があることによって，帳簿類の

信憑性を揺るがすに足るような証拠が必要だ

という最高裁の判例理論はどこに行くんだろ

うと。消えるのかという議論があって，私は

消えると言ったんです。消えて代わるべきも

のは何なのだということに関しては，個別の

法律の規定の趣旨・目的に照らすという最高

裁の判断は生きている。その個別の条文が個

別の記帳義務等の条文ではなくて，行政手続

法という条文なのだというのが私の解釈，見

解です。

　そして，この行政手続法の趣旨・目的に関

して，最高裁と同じように二つの機能がある

と。処分適正化機能と争点明確化機能がある

ということは全く一緒なんですが。そして最

終的に，行政手続法の現時点における学説・

判例は，どの水準まで達しているのかと言い

ますと，今の政府の行政事件手続法その他の

改正に大きく関与されておられる東京大学の

塩野宏先生が書かれているものを，274ペー

ジに引用しています。「根拠となる法令の条

項と不利益処分の原因となる事実の適示が最

小限必要。複数の条項を選択的に示したり，

予備的な形で原因となる事実を示すことは許

されず，それぞれ特定して明示しなければな

らない。」予備的でも許されないという行政

手続法に対応する制定からその後の改正も含

めて，塩野先生がそのように言われているん

です。私は，最高裁はこの趣旨に今後立ち返

るべきだと思います。

　そうすると，私どもが船の権利で経験した

ような，高裁になって突然予備的なものが出

てくるなどという余地はそもそもなくなって

しまうのではないか，決着は既に行政法学者

の手によって打たれている。その世界に我々

税法に携わる税法学者は舞い戻ったのだと現

時点では考えています。

調査終了後の説明の記録について

谷口　続きまして，中部地区の吉田会員か

ら，調査終了時の理由の説明義務の法定化に

ついて質問が出ておりますので，よろしくお

願いします。

吉田　中部地区の吉田典保です。質問内容と

しては，270ページの右欄⑴の「調査終了時

の『理由』の説明義務の法定化」について，
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説明は書面によらないとありますが，その文

言を聞き手において十分に聞き取り記録する

ことが保証されるでしょうか，ということで

す。これは先ほど山田先生や，他の方の議論

でかなりの部分がご返事をいただいたつもり

でおりますが，私は税理士ですので，やはり

実務的に自分なりの証拠として，記録を残し

ておこうと思います。実務的には調査が終わ

って，公表時に「大体今まではこうですね」

という金額が出れば，金額はいくらとか，税

額はいくらという基本的な話についての記録

だけでいいのですが。今回いろいろお話を聞

いて，この部分の重要性がかなり増しますの

で，質問をさせていただきました。

　更にまた，聞き取りをして，普通であれば

担当官は文言を丁寧に話してくれるだろうと

期待しております。

山本　代替案として記録を残しておく，これ

はもう先ほど山田先生のご質問にお答えした

とおりで，大いにやるべきことであるし，私

も過去においてこのようなことを税務調査の

立ち会いの際にやったことは何度かありま

す。メモに取って，「これで間違いないよ

ね。サインできたらして，できないなら『う

ん』と言って」と。そして，「うん」も言わ

ない人には，署長宛に郵送で送り付けたこと

があります。そうすると受け取ったというこ

とがわかりますから。役所間の交渉は私も昔

やっていたんですが，「あなたの意見をテイ

クノートしました」っていうだけで納得はし

ていません。でも「受理はしました」という

ぐらいのことでもいいと思います。もっと念

入りに行った時は，最後の幕引きで税務署と

やり取りした内容についてメモしたものを，

確定日付にしておいて，審査請求等に備える

という厳しいことをしたこともあります。

　この記録をメモすること以外にもう一つや

るべき作業としては，その271ページに書い

てある事務運営指針の具体的な内容を一つ一

つ課税庁と詰めていくことだと思います。こ

の作業をぜひ税理士の人，税務立ち会いをす

る人にはしてほしいんです。これだけサービ

スのいい条文はないです。十分，と何度も書

いていますから。「十分な説明になっていな

い。事務運営指針に違反するわけ？　十分っ

て書いてあるよ。今の全然十分じゃないよ」

とか「こちらの主張を全然聞く耳持たないじ

ゃないの？」とか。「的確な証拠の収集保全

を行うって，どんな証拠を保全したの？　こ

ちらの言い分についての証拠は受け取らない

のじゃないの？」と，一つ一つについて事務

運営指針にあるから後戻りできないよという

ことです。納税者にとって有利な運営指針で

すので，完全に定着させていくことが，一つ

の代替案だろうと思っています。

　国税庁の位置付けでは，法律，施行令，施

行規則，通達，更にその下が事務運営指針で

す。いつでも変えるつもりで，国会を乗り切

ったら，来年ぐらい政権も代わるから変えよ

うかなという理由で事務運営指針にしたのだ

と思います。国税通則法改正に関する通達を

制定する際に一番うるさい連中だからという

ので，日弁連に事前照会が来まして，通達が

不十分であると言う。こういう内容を書けと

言われ，我々は解答書を骨子で出していま

す。その骨子がほぼ事務運営指針の形で１ラ

ンク下げられて，通達には盛り込まないけれ

ども，何らかの対応をしてくれるということ

で，気が付いたら事務運営指針が出ていたと

いう結果論があります。この事務運営指針の

一つ一つを，一字一句を取り上げてやり取り

をしていくということを現場で行う必要があ
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ります。

　現在，確かに口頭の説明の仕方の特訓を行

っています。中津税務署なんて小さなところ

ですと，総務課長さんが国税局まで行って研

修に次ぐ研修を受けて，統括官とかがやって

おりますが，のど元過ぎればというのが日本

人の習性ですので，事務運営指針の内容を定

着させていく作業を地道にやっていくこと

が，代替案の有力な一つかなと思っていま

す。

「提出の要求」に応じない「正当な理由」

とは

渡辺　続きまして，金井会員に対する質問に

移りたいと思います。最初に，関西地区の野

一色会員より，提出の要求に応じない場合に

ついてご質問が出ております。よろしくお願

いいたします。

野一色　関西地区の野一色です。昨日は興味

深いご報告，ありがとうございました。また

ご報告の中で私の論文等に言及していただい

たことを，この場を借りて御礼申し上げたい

と思います。

　昨日のご報告の中にありました「提出の要

求」については，現行法上応じない場合，罰

則の適用があるということですが，正当な理

由があれば，その要求に応じなくてもいいと

思いますが，金井会員は，具体的にはどのよ

うな場合がそういった正当事由に該当するか

をご教示いただければと思います。

金井　私の理解からすると，「提出」という

のは現場において手に取らせるということに

なりますので，調査に応じて，説明をする，

質問に対して答弁をするという場面におい

て，いざそこまで来て，正当な理由によって

「提出の要求」を断わるということは，非常

に少ないというか，狭い範囲になるのではな

いかと考えます。

　「提出」は「預託」とは違うと理解してい

ますので，ピンポイントでこの部分というこ

とになると，範囲は狭いのではないでしょう

か。

　次の段階に進んで，留置きを承諾するかど

うかについては，罰則の適用がなく，したが

って正当な理由の範囲を検討する必要もない

のだろうと考えています。

「裁量」とは

谷口　次に九州地区の髙橋会員から，提示，

提出あるいは留置きが，裁量か否かという質

問が出ています。もう一つは，最高裁の昭和

48年の判決が裁量を認めたと読んでよいかと

いう質問ですが，まとめてお願いいたしま

す。

髙橋　九州地区の髙橋です。裁量という言葉

が度々出てきまして，この言葉の使い方につ

いて少し違和感を感じましたので，ご質問さ

せていただきました。まず，283ページ左欄

ですが，「『提示若しくは提出を求めることが

できる』のであるから，いずれを要求するか

は課税庁職員の判断に委ねられている」とあ

ります。つまり，その「できる」という言葉

尻によって，裁量だと言っているように感じ

ました。

　それから290ページ左欄の頭のところなの

ですが，「『留め置く必要がなくなったとき』

という課税庁の裁量を100％認めるような規

定は」というところ。すなわち，こういう言

葉によって裁量を100％認めるということな

のかなと。それからもう一つ，296ページ右

欄にも同じような箇所があります。「事前通

知の時期についての定めが設けられていない
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から，課税庁の裁量によるものとなる」とい

う書き方をされているんですが，すなわち，

私は先生の論文を読みまして，「規定にどの

ように書いてあるかによって裁量が決まる」

というニュアンスで捉えました。ただ，私は

裁量というのは，こういう文言の規定の仕方

によって決まるものではないと思います。

　結論から申しますと，私は税法には裁量は

存在しない，少なくとも行政裁量はないと思

っています。詳しく言いますと，特に行政法

では，法が行政庁の専門技術的判断に委ねる

ということを予定している場合，裁量がある

のだということがよく言われるんですが，こ

の裁量に対する考え方との問題についてお聞

きしたい。

　それともう一つは，昭和48年の最高裁決定

が裁量によるものだと先生の論文で書かれて

いるように感じましたが，私は「客観的な必

要性がある場合には」と最高裁は言っており

ますので，この客観的必要性の判断は裁判所

がするのだと。また実施の細目について，こ

れについても最高裁は，「右にいう質問検査

の必要があり，かつ，これと相手方の私的利

益との衡量において社会通念上相当な程度に

とどまるかぎり，権限ある税務職員の合理的

な選択に委ねられている」と書いてあります

から，この社会通念上必要な限度にとどまる

か否かというところは，少なくとも司法が判

断するべきだということを最高裁が言ってい

るのではないかと。

　すなわち，この客観的必要性だとか，社会

通念上相当な限度を司法が判断するというこ

とは，もはやこれは裁量ではないと言ってい

るのと同じことではないかと私は感じまし

て，先生のご意見を伺いたいと思っておりま

す。

金井　論文を書くに当たって，これはそのよ

うに書いてもいいのだろうかと自分自身が迷

ったところを，ご指摘していただいたと感じ

ました。どうもありがとうございました。

　一つ一つお答えさせていただきます。一つ

目の283ページの「提示もしくは提出を求め

ることができる」という書き方があるのだか

ら，課税庁職員の判断に委ねられている。こ

れはいずれを要求するかは，課税庁の職員が

判断するという意味です。課税庁の職員に認

められるのは，質問検査権であり，したがっ

て要求ですから，その要求に納税者が応える

かどうかというのは，その先にあり，明確に

段階が違うのだろうと思っております。提示

の要求をするか，提出の要求をするか，調査

の上においてどちらを要求してもいいのだろ

うと思っております。税務調査の際に，質問

し，検査をする必要があるといったん判断を

して，この質問検査権を行使するという場面

においては，質問や検査，提出の要求や提示

の要求など，必要だと思われるものを選択し

て，あるいはそのすべてをしていくのでしょ

うと。そして，それに対して受忍義務がある

という前提ですが，納税者がどう対応をする

かということはまた違う段階ですので，質問

検査権の行使という部分については税務職員

の判断に委ねられているのだろうと考えまし

た。

　それから，290ページの「留め置く必要が

なくなったとき」という書き方は，100％裁

量を認めるような規定というのは良くないと

書いているところですが，裁量を肯定した上

で問題を提議するということではなくて，少

し嫌みを込めて，このように書くと100％裁

量を認めるような解釈が可能になるかもしれ

ないので，こういう条文の書き方はもう少し
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整理した方がいいのではないか。もしもこれ

が裁量だと解釈できるとすれば非常に問題な

ので，そのような条文を作ったというのは問

題であろう。もう少し整理した方がいいので

はないかと，そういう意味です。

　それから296ページは，先生にご指摘され

るまでここの部分は，私は課税庁の裁量だろ

うと思っておりました。なぜかというと今

回，実務で行われている手続を整理して，法

律上の文言として置くということで，この手

続規定が置かれたときに，調査をしたいと思

っている日にちの何日前までに事前通知をし

なければならないという文言が入っていない

限りは，ここは裁量を認めるという趣旨で入

っていないのだろうと私は考えておりまし

た。今先生のご意見・ご指摘をお聞きして，

そうではなくて，もう少し十分に検討するべ

きであっただろうし，検討しなければならな

いと気が付きました。大変申し訳ありませ

ん。

　ただ，信頼性を高め，納税者の予見可能性

を高めという今回のこの整理の趣旨からしま

すと，国会答弁でもありますが，納税者の家

の前から電話をして，これで事前通知したの

だという信じられないような運用がされるこ

とはないと思います。性善説に立ってはいけ

ないのかもしれませんが，しかしこれは国会

答弁ですので，趣旨としては生きていると思

います。それを前提に，そういった非常識な

ことが行われることは，法律の条文になかっ

たとしても許されるべきではないということ

が，おそらく訴訟になれば法廷で確認がされ

ると思いますが，そういう非常識なことが行

われないという前提で限定された合理的な裁

量を認めたのではないかとそういうふうに考

えていたのですが，ここはもう少し検討して

考えたいと思います。

　それから，293ページの最高裁の判決です

が，「社会通念上相当な限度にとどまる限

り」という，この「とどまる」というところ

は司法上の判断があって，そこで確認された

上で，その後権限ある税務職員の合理的な判

断に委ねたということで，ここをつなげて読

むのは間違いだと今ご指摘をいただきまし

た。この調査について必要があるということ

を，どの程度の必要性があれば，バランスの

取れた判断をした上で「必要がある」とみな

すのかと考えるわけです。この税務調査の必

要性の判断という部分については，研究者に

よってかなりの温度差があるように思いま

す。税務調査，あるいは納税者の権利，調査

の手続のあり方というところを考えるとき

に，私はまず清永先生が上梓された『税法』

で，基本的な考え方の確認をしたつもりで

す。ただ，十分に清永先生のおっしゃること

が読み取れていない可能性は非常に高いです

が，そこで確認をしたつもりです。

　そうすると297ページを見ていただきたい

のですが，清永先生の税法を少し引用してお

ります。右欄の「ロ　調査の目的」の二つ目

のパラグラフです。調査の必要性について

は，「例えば提出された納税申告書の内容が

正しいものであるかどうかについて，これを

疑うだけの積極的な根拠がなくとも，念のた

めに調査を行うような場合にも，調査の必要

性は存するということができる」ということ

で，私はこれを基礎に置いて，税務調査が必

要であり，そして課税庁の職員に質問検査権

が認められるということの理由は何かと考え

たときに，申告納税制度という第一義的に租

税債務の確定を納税者の権利として保障する

ための大きな支柱としてこれが役割を果たし
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ているのだろうと考えます。そうすると，こ

とさら必要性のところに重きを置いて，調査

できるかどうかの前段階で重要な判断をする

ことはあまり必要ないのではないか，と私は

考えております。

　この判決は法律と同じような形で，税務調

査の事前通知や手続について，長くこの国を

リードしてきた判例ですので，まさか読み誤

ってはいけないだろうと思いますが，ある調

査が行われるかどうかは，選定という意味に

おいて，課税庁が何らかの判断をすると考え

ています。ただ，先生のご指摘をいただい

て，もう一度きちんと考え直す必要もあると

今考えています。ご指摘，ありがとうござい

ました。

髙橋　先生の言われることは，お聞きしてわ

かりました。ただ，少し私と言葉の使い方が

違うのかなと感じました。先生の言われる裁

量というのは，行政庁の第一次判断のことを

言っているのかなと。私が言っているのは，

行政庁の判断と裁判所の判断が食い違った時

に，裁判所がその判断を置き換えることがで

きるか否か，すなわち最終判断という意味で

裁量という言葉を使いました。少し言葉の使

い方が両者で違っていたのかなという感想を

持ちました。ありがとうございました。

金井　この論文では，調査手続（租税実体法

ではない）において，税務職員が判断をし，

それが納税者に対して事実上の通用力を持つ

ことを，「裁量がある」と記述しています。

後の司法審査において，裁判所が税務職員の

判断を覆すことはありえます。一般的な「裁

量」の意味からは，ズレがあるのですが，実

務から見たとき，税務職員の判断が事実上通

用することは重要であり，このような意味で

使うことにしました。ご指摘に感謝します。

ありがとうございました。

資料の返還拒否に対する不服申立

渡辺　それでは引き続き，九州地区の青柳会

員から，留め置いた資料を返還しないことと

不服申立との関係についてご質問が出ており

ます。よろしくお願いします。

青柳　九州地区の青柳です。調査のいろいろ

な過程の中で，物件をいったん提出して，相

手方の占有に移す。移ったものを預からせて

くださいと言って向こうが持って行く。それ

で，持って行ったものに対して返還請求の規

定があるのかないのかということなんです

が，行政法上はありません。しかし，まず証

拠書類等の所有者は納税者である以上，納税

者は自己の所有権を主張しますから，返還す

るのが当然です。そもそも提出という言葉が

おかしくて，「申告書を提出する」といって

も相手方に出すわけですから，それきりにな

ります。そうではなくて，あくまでもいった

ん一時的に占有を移管して，その下で一応見

てもらいましょうということですから，返還

が前提になっているはずです。返還請求権と

いうのは所有権者からすると，法の規定以前

にまずはあるのではないのか。

　それを拒否すれば処分になるのかというこ

とで，先生もいろいろとお書きになっていま

すが，なかなか決め手がないという感じです

ね。そのあたりを見ると，やはり通則法上の

ものではなくて，行審法上の対象になるのか

ということになる。行審法上の対象になって

くると，通則法ではあまり書けなかったのか

なという気がしているんですが。

　いずれにしてもその点で，そもそも処分に

該当するのか。拒否処分なのか，事実行為な

のかは，これはなかなか難しいと思います
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が，金井会員はどのようにお考えなのかをも

う一度はっきりお聞かせください。

金井　ありがとうございます。最初のご指摘

の留め置く資料というのは，納税者の所有物

なのだから返すのは当然だと，もちろんそう

思います。ですから，「コピーをあげます」

ということ以外は，どんな小さな紙切れ１枚

でも返還するのが当然だと思います。

　私が返還の手続が欠落しているというの

は，返還されない可能性があると危険を感じ

ているわけではなくて，納税者の承諾をもっ

て預からせる，預託と言うか留め置かせると

あえて言いますが，納税者がそれを許可した

わけですね。そして課税庁は，法律に明記さ

れた規定によってこれを留め置くという関係

にありますので，返還してくださいと言え

ば，物理的に許される限り即時に返還するべ

きだと考えております。

　もちろん時間的に，また物理的にどうやっ

て運ぶのとかいうことがありますが，物理的

に許される限りは，返還を求めれば直ちに返

還されるというのが正しい。しかも，おそら

くこれは従前の実務ではそうであったと考え

ています。私の乏しい経験ですが，「返して

ください」と言って，「返しません」という

答えをもらったことはありません。「いつか

返しますけど，いつ返すか分かりません」と

言われたこともありませんので，従前はすぐ

に返されるという実務が定着していたのだろ

うと思います。それであれば，透明性を高

め，説明責任を果たすという意味において

は，そのことを法律にしっかり言葉として入

れていただきたかったと思います。これは横

に責任者がいますので，後で責任を問うてみ

たいと思いますが，そのように思っておりま

す。

　処分に該当するかどうか，該当するとすれ

ばどの処分なのかということですが，青柳会

員でも難しいなとおっしゃることが，私にわ

かるはずがないです，と言いたくなっていま

す。ただ，国税通則法でいうところの処分に

該当するのは，少し難しいのではないかな

と。審査法で行くと，論文にも少し書きまし

たが，不作為の前提は，法定された手続によ

って何かをしなさいという請求があったと

き，これに対して不作為があれば，その不作

為は処分というように考えるとありますの

で，そうすると不作為だということを捉えて

処分だと言いたいけれども，返還請求の手続

きが法定されていないのでこれも言えないね

と。もしも不作為だと言いたかったのだとす

れば，法律の整理ができていないですよと。

まさか法律の整理で手抜かりがあったはずは

ないんだけれども。

　行政不服審査法２条１項は，公権力の行使

に当たる事実上の行為で，物の留置きその他

その内容が継続的性質を有するものも処分の

一つに数えられるとしていますので，これは

審査法上の処分に落ち着くだろうと今のとこ

ろは思っております。

渡辺　野一色会員の手が上がっております。

野一色　これは後で金井会員のご返答という

ことで補足していただくのが適切かと思うん

ですが，今の留め置いた際に返還請求をし，

それに対して拒否したという場合において，

これは行政不服審査法上の事実行為というこ

とになると思いますので，不服審査法上の異

議申立の対象になると思います。今正確な根

拠等出ておりませんが，国税庁から出ている

FAQや事務連絡においても，異議申立の対

象となるという記載があるということがまず

第一点。
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　二点目は，これはむしろ山本先生の方がお

詳しいかもしれませんが，例えば宇賀先生の

『行政救済法』の中の処分なり不服申立の対

象の中に，関税法上の留置きの処分という事

実行為の例が出ていることを考えますと，通

則法上ではなく，不服審査法上の事実行為と

して不服申立の対象になるかと思います。

　三点目は，こちらは金井会員が論文にお書

きですが，当時の岡本次長の返答の中におい

ても，できる限り早く返す，ただ分量等によ

ってはすぐ返せない場合があるということ

で，返還の求めに対して必ずしもすぐに応じ

ないという例がありますので，不服申立をど

のような形で行うかは検討する意味があると

思います。

　ただ，これら今申し上げたことについて，

私には今，手元資料がございませんので，編

集等の際に金井会員のご返答として補足して

いただければ幸いです。

金井　助けていただいてありがとうございま

す。今，野一色会員がおっしゃったように，

FAQの中に，不服申立ができますとはっき

り書いてありますし，事務運営指針の中に

は，「不服申立に係る教示を行う必要があ

る」と書いてあります。

　不服申立ができるということは，行政庁に

よる何らかの処分があったということが前提

にならなければならないはずです。そうする

と，その処分は一体どの法律の何条に基づく

処分なのだということで，審査法上の処分な

のだろうというのが今，考えているところで

す。国税通則法75条の処分にあたるかどうか

は，なお，検討すべきと考えています。

「留置き」規定について

谷口　続きまして，今の質問とも関連するか

と思いますが，沖縄地区の末崎会員から，

「留置きは提出者の意思に反してでも留め置

くことができるかどうか」という観点からの

質問が出ております。よろしくお願いしま

す。

末崎　沖縄地区の末崎です。「留置き」につ

いて金井会員は，提出自体任意で，「留置

き」についても「留め置いていいですか」と

確認して，承諾を得た上で留め置くと言われ

ています。したがって，返還も求められれば

応じなければいけないと。そういう意味では

完全に任意であるというお考えだと思いま

す。おそらく法律が作られた経緯から考える

と，そのように理解することにも理由はある

と思うんですが，ただ私などは，法律の文章

だけを見たときに，確かに提出自体は任意で

あることは間違いないのですが，提出された

以上は，それを留め置く正当な理由がある限

りは，納税者から返してと言われても，「い

や，まだちょっといるから置いておくよ」と

なるのではないかと思いました。納税者なり

提出者なりの意思に反してでも留め置くこと

ができる，その意味で強制的な行為であると

読むのが普通なのではないかという疑問を以

前からずっと思っておりまして，この機会に

質問させていただきたいということです。

　お渡しした質問用紙には根拠１と根拠２と

書いてありますが，おそらく２の方からお話

しした方がわかりやすいと思うので２の方か

らいきますと，この通則法74条の７の文言の

作り方なんですが，この条文を見た時にパッ

と思い付いたのは，刑事訴訟法221条の「領

置」という規定です。『税法学』の285ページ

右欄の真ん中から下のところなんですが，国

税犯則取締法１条１項の条文が出ています。

古い文章なのでお読みになりにくいかと思い
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ますが，最後の１行に，「任意に提出したる

ものを領置することを得」と書いてありまし

て，これとほぼ似たような規定が刑事訴訟法

にも置かれています。この規定では，もちろ

ん提出自体は任意ですが，捜査が終わるまで

は，あるいは証拠としての使用が終わるまで

は，提出されて領置した以上は返さなくてい

いとされています。その「返さなくてもい

い」というのは，提出者の意思に反してでも

返さなくていいということだと理解されてい

ます。その意味では，強制処分だと言われて

います。

　そこで，「留置き」もこれと非常によく似

ているといいますか，ほぼ一緒なのではない

かと思っていまして，そうすると「留置き」

があくまでも納税者の承諾を根拠に行うもの

だというのは，本当にそう読めるのだろうか

という疑問があります。

　それに関連して，質問用紙の根拠１，提出

の意味ですね。これについては金井会員のご

論考ですと282ページ，またはレジュメです

と２ページ，１番の⑵の下から３行目におい

て，「提出」を調査の現場限りにおける課税

庁職員への提出ということで限定して理解な

さっています。この件について別のところで

議論したときにも，「提出」というのはその

場限りのものなのだとおっしゃる方が結構い

らっしゃいまして，これは私が勉強不足なだ

けかもしれませんが，ただ少なくとも調査の

手続に関する通達にも，それから事務運営指

針にも，こういう場所の限定は出てきていな

かったように思います。いったいこの場所の

限定は，どこから出てきているのかがわから

ないのです。

　私は，その場で「はい，どうぞ」と見せら

れたものを手に取って見ることぐらいは，普

通は「提示」の範囲に入るのではないかと思

います。一切触っちゃ駄目ですよ，ただ近く

に来てずっと目を近付けて見ていいですよ，

というのはあり得ないのではないかと思うわ

けです。そうすると，その場限りで見てもら

うっていうのは，十分提示の範囲に入るので

はないかと。逆に，「提出」というのは，む

しろその後の「留置き」を前提にして新たに

作られたのではないかと考えるわけです。

　これは質問用紙に書いていないので補足し

て言いますと，占有が移ったかどうかという

話で，「提示」か「提出」か，これは通達で

も分けられていると思います。もともと占有

という言葉は事実上支配しているということ

を言うはずです。民法の議論ですと，事実上

持っていなくても占有があるなんていう話に

なってきて，わけがわからなくなるんです

が，おそらくこういう調査では，刑事手続に

近い話だと思いますので，誰が事実上の支配

をしているかという観点で考えればいいのだ

と思います。

　例えば納税者の事務所などで，調査官が開

いて見ているときのその帳簿の事実上の支配

が誰にあるかといえば，もともと置いてあっ

た場所や事務所で行っている限りは，やはり

調査官の手元にあっても，納税者のものだと

思うわけです。それを提出した段階から，そ

の後持って行くといったことも含めて，税務

職員の方にその占有が移るという話なのでは

ないかと思います。

　先ほどこのシンポジウムの冒頭で望月会員

が，税務調査が任意調査であるということ

は，一般にそう考えられてはいるけれど，実

はそのようにはっきりと書いている規定はな

いということをおっしゃっていました。私も

本当にそのとおりだと思います。こういう議
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論をされる前提として，税務調査は任意調査

なのだという前提があって，そこからすべて

スタートしているような気がします。私に言

わせれば，それは今の通則法が少なくともこ

れまでは，任意調査の方法しか定めていなか

ったことの結果でしかなくて，実は定め方に

よっては，もちろん程度の問題はあります

が，意に反してでも行うという強制的な調査

方法を導入することは十分可能なのではない

かと。

　私はこの条文を見たときに，刑事訴訟法の

領置の条文が頭にあったものですから，「な

るほど，この限度で強制方法を入れてきたの

かな」と最初は思ってしまったんです。その

ときはまだ一連の経過をあまり知らなかった

ものですから。私自身も，強制的に持って帰

り，返さなくてもいいという方法がいいと思

っているわけではありません。ただ，例えば

税制改正大綱や，あるいは事務運営指針が果

たして歯止めになるのかどうか，そこが非常

に心配でして，そのあたり読み方も含めてど

のようにお考えかを改めてお伺いしたいと思

います。

金井　ありがとうございます。今のお話の中

で一つ，「あ，そうなのか」と思ったこと

は，この「提出」という言葉自体が，現場限

りのものだと言う人がよくいらっしゃるとい

う点です。これはかなり無理して言っている

のかなと自分では思っていました。皆さんが

そのように言っている状況があることは全く

知りませんでした。ご指摘のように，私もこ

の通達は「占有」という言葉で提出の要求を

説明していると，民法上の占有をどのように

解釈し，それを調査の現場の状況に当てはめ

たときに，どういう状態を占有と言うのか

は，かなり詰めて考えなければならない点だ

と思いました。

　その結論の先には，23年度税制改正の大綱

がどれぐらいの歯止めになるのか，あるいは

解釈として，これがずっと未来永劫生きてく

るのかという危険を感じていらっしゃるのだ

と思いますが，そのPT報告書からの流れ

で，23年度税制改正大綱に至る部分をずっと

見ていくと，課税庁の権限を強化しようとい

うようには読めない。これはバーターとし

て，事前通知をしますので，その代わりこち

らも整備させてくださいという約束で入って

いる部分はあるのかなという気はしますが，

しかしあくまでもバックボーンとなるのは，

納税者権利憲章を作りましょうということで

す。その考え方の中で手続も整理して，納税

者にわかりやすく示さなければならないとい

うことが議論の最初と考えると，あえて１歩

踏み出すような考え方はない。バーターで整

える上で，ここは穴を埋めましたというのは

あるかもしれないけれども，あえてこの機会

に何とかしてやろうという話はおそらくない

だろうと。これは先入観かもしれませんが，

私の基本的な理解です。

　そう考えると，提示の要求，提出の要求，

これに応える提示，提出という行為，そして

その先にある「留置き」というものを全部並

べて考えた時に，納税者が行う提出というも

のはここまでで，ここから先は課税庁が行う

行為なんだけれども，一貫して納税者の任意

でこの一連の行為が最初から最後まで進んで

いくという考え方を背景に，一連の行為を全

部整理していこうと思ったわけです。ただ，

ご指摘のようにそれがそもそも間違っている

と言われれば，「あれ？」と思うんですが。

　したがって，一連の行為を全部法律上の手

続として綺麗に並べていったときに，「留置
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き」という規定がなければ，課税庁が物件を

預かることは一切できないことになります。

もしも「提出物件の留置き」の規定がなけれ

ば，留め置く行為はいつも調査の違法性を問

われる行為となって，そうすると，それがい

いかどうかは別として，預ったということを

原因として課税処分を全部やり直すというこ

ともおこりうるのではないかなと思います。

ただし，そのような事態に陥るのは，かなり

特殊だろうと思いますが，法律上の整理とし

て，できる範囲のことを定めたと考えていま

す。

　返還請求も刑事訴訟法でご指摘いただきま

したが，申し訳ないことに私はそれを見てい

なくて，国犯法だけ見ていました。先生がお

っしゃるとおりだと思います。任意に提出さ

せるけれども，またいつか返すとしても，そ

れがいつかということについては，こちらの

判断，ということだろうと思います。国犯法

はそうだと思います。

　ただ，今回ここに定めた「留置き」という

規定は，23年度税制改正大綱を見るかぎり，

そういうことを定めたのではないと考えま

す。そうすると，いつでも返還されるという

ことを定めたはずなんだから，返還請求の規

定を正しく入れなさい，整備しなさいと言い

たいのです。少し山本先生にお聞きしたいの

ですが，そこは法律上規定をおく必要がある

と思われるでしょうか。規定がなくても当然

に返還請求ができて，それによって返還され

るのか，それとも留め置かれても仕方がない

のか，どのようにお考えなんでしょうか。私

は強制的に留め置くということを定めたわけ

ではないと思います。しかし，施行令を見る

と「留め置く必要がなくなった時にはこれを

返還する」とはっきり書いてあるんですね。

これは明らかに今回の改正の趣旨からすると

おかしい。だから，施行令の「留め置く必要

がなくなった場合には返還する」という部分

は修正していただいて，今後は納税者の返還

請求があれば，特段の理由がない限りは，基

本的にこれに応じるという形に法整備をして

いただきたいと考えています。

調査対象期間外の帳簿書類等の提出につい

て

渡辺　ありがとうございました。多分末崎会

員からのお答えもあろうかと思いますが，時

間の関係で次に進ませていただきたいと思い

ます。

　続きまして，関東地区の山田会員より，事

前通知について二つ質問が出ております。ま

とめてご質問をしていただければと思いま

す。よろしくお願いします。

山田　先ほどのご質問で，留置きに関して細

かいやり取りがございましたが，これはあく

までも任意調査の枠内のものであるというこ

とはお互いにしっかりと認識しておく必要が

あると思います。そこを踏み出していくとい

けない，と考えています。

　ところで，事前通知というのは，単にアポ

を取るだけではなくて，やはり調査の目的，

それから調査の時期・期間，調査の対象物件

をあらかじめ通知をしておくというところに

大きな意味があると思います。通常の５年を

超える期間にわたる帳簿書類等の提出を求め

る事前通知をしてきたような場合に，なぜ通

常の５年を超える帳簿書類等の提出を求める

のかという理由を，あらかじめ質問すること

ができるのかどうか。それに応えてくれなか

った場合，事前通知を断わることができるの

かどうか。そこを簡単にお答いただきたいと
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思います。

　もう一点簡単にご質問しますが，事前通知

に基づく税務調査をしている過程で，芋づる

式に必要があるということだけで具体的な説

明もなく前の年度の帳簿書類の提出を求めら

れた場合に，それは断わることができるのか

どうか，そこはどうお考えになっているので

しょうか。

金井　事前通知に関しては，何度も申し上げ

て恐縮ですが，これを必要とする法的根拠が

どこにあるのかが自分でまだ曖昧なので，法

的意味合いで事前通知が位置付けられている

根拠があれば，今山田会員がおっしゃったこ

とに対していろいろな答えが出てくると思い

ます。今の時点では，実務で従前どうなって

いたかということを参考にして答えさせてい

ただきます。

　増額更正が５年になりましたが，調査の対

象となる期間は３年とか５年であり，過去に

調査があった部分は除いて，そこから先が対

象になると思います。

　また，事前通知をした後に調査に入って，

そのときに調査対象期間の処理が正しいかど

うかを確認するために，それ以前の帳簿書類

を見る必要があると求められた場合は，不当

な要求とは言えないのではないかと考えてい

ます。

渡辺　ありがとうございました。最後の質問

は，実は関西地区の谷口会員からなのです

が，時間の関係もあり，ご本人より，司会者

の権限でカットをしても良いという了承を得

ましたので，これで金井会員に対する質疑応

答は終わらせていただきます。

谷口　どうもありがとうございました。これ

で質疑応答を終わらせていただきたいのです

が，私の出した質問がどういうものだったの

か少し申し上げますと，留置きの議論の中

で，「帳簿書類等の留置き」がありますが，

帳簿書類等には国税通則法では電磁的記録も

含まれますが，電磁的記録，データを留め置

いた場合，その返還はどのように行うのか。

あるいは返還の事実をどのように証明するの

か。また，そういうことができないのであれ

ば，そもそも留め置いてはいけないのではな

いか。あるいは留め置くのであれば，データ

の留置きについてのきちんとしたルールを法

律上定めないといけないのではないか，とい

う問題意識を持っていて，その点を質問させ

ていただこうと思っていました。

　今日は２時間半のシンポジウムを行いまし

て，非常に密度の濃い質疑応答ができたと思

っております。今大会の報告，そして質疑応

答にご協力いただいた３人の報告者の会員に

心より御礼を申し上げたいと思います。どう

ぞ皆さん，拍手をお願いいたします。

　それではこれにてシンポジウムを終了させ

ていただきます。どうもありがとうございま

した。


